
令和６年度 

東大阪市学校教育

基本目標・重点目標

東大阪市教育委員会





目次 
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

基本目標・重点目標・つけたい力  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

東大阪市学校教育基本目標・重点目標の実現に向けた概念図 ・・・・・・・・・・ ５ 

重点目標１ 総合的視点に立つ教育の推進  

 １．確かな学力  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 ２．豊かな心  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

 ３．特別支援教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 ４．健やかな体  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

 ５．日本語指導  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

重点目標２ 人間尊重に徹した人権教育の実践 

 １．人権教育の充実  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

 ２．ネットワークづくり  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

 ３．共に生きる教育  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

重点目標３ 信頼に答える学校園づくり 

 １．教職員の資質向上  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

 ２．安全・安心な学校園づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

 ３．開かれた学校園づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

 ４．効率的な事務執行  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

 ５．学校評価   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

重点目標４ 学校園・家庭・地域の協働 

 １．地域の教育力向上への支援  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

 ２．家庭の教育力を高める支援  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

 ３．連携による子どもの安全確保  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

【関係機関一覧】 

＜相談機関＞   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

＜保健・福祉関連＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 

＜学習関連＞   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

＜警察・消防＞  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

＜大阪府教育委員会関連施設＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 

1



はじめに 

東大阪市学校教育基本目標・重点目標とは・・・           

「東大阪市学校教育基本目標・重点目標（以下「本目標」という。）」は、東大阪市

教育委員会が、今と未来の教育および社会状況を踏まえ、本市における「めざすべき

教育」の実現に向けた方針等を示すものです。各学校園の教育目標やマネジメント・

プラン等と関連付けながら、あらためて教育を問い直し、「準備」「実践」「リフレク

ション」「改善」のサイクルで、本市および学校園の目標を実現していきましょう。 

目標達成に向けた【今年度のキーワード】は、以下のとおりです。 

「探究」と「対話」・・・「対話を基に課題等の本質を探って見究める」 

「トライ＆エラー」・・・「まずはやってみる・エラーは成長の肥やし」 

～自らの『問い』を、探究的対話と実践（トライ）へのトリガー（きっかけ）へ～

目標策定の視点                         

いま世界は、国際情勢の不安定化や ICT技術の進展による時代の急速かつ予測困難

な変化が起きている状況にあり、「VUCA」の時代とも呼ばれています。 

わが国でも「人生100年」「人口減少・少子高齢化」「AI」等の時代を迎え、人生

観や職業観などの価値観も多様化する中、新たな生き方や未

来社会を創造していく資質・能力の重要性が高まっていま

す。また昨年は、子どもの最善の利益を第一に考える「こど

も基本法」が施行されました。このような中、すべての子どもたちが誰一人として取

り残されず、自ら問いを立て、その納得解を創造していく力や「トライ＆エラーの精

神」で自らの夢に向かっていける力をつける教育改革が真に求められています。 

本市においては、めざすべき教育の姿の実現に向けて、全中学校区の学びの一貫性

をベースに、各学校園が個別最適で協働的な学びの一体的な充実や、「探究のプロセ

ス」の質的向上といった様々な取組を、重層的・包含的に進めていけるよう教育委員

会がリードし支援していかなければなりません。 

各学校園においては、本目標の達成に向けて、校園長をはじめ、

すべての教職員がそれぞれのリーダーシップ＆フォロワーシップの

もと、「問いを立てる力」や「対話力」の質を高め、自覚とわくわ

く感をもって教育活動を展開できる組織づくりが不可欠であり、ま

た今と未来に生きる子どもたちの教育の担い手として「常に探究し

学び続ける姿勢」と「チャレンジ精神」で、実践を進めるととも

に、社会に開かれた教育課程の観点から保護者・地域と力を合わせ

教育の充実に努めることが重要です。 

子どもは「有能な学び手」であり、適切な環境や状況があれば自ら学ぶことができ

るという「子ども観」と、内発的動機に基づく子どもの学びに「伴走すること」の重

要性を踏まえ、本市の「学校教育基本目標・重点目標・

つけたい力」が示す背景や意図を共有し、「学校園マネ

ジメント・プラン」及び「中学校区人権教育行動計画」

とその総括に基づく教育を実践していきましょう。 

― すべての子どもと私たちおとなと地域社会のWell-Being（ウェル・ビーイング）をめざして  
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「探究と対話」をもとに学び続ける教職員へ

すべての子どもに 

生きる喜びとあすをつくる力を

総合的視点に立つ教育の推進 

信頼に応える学校園づくり 

人間尊重に徹した人権教育の実践

学校園・家庭・地域の協働 

基本目標 

重点目標 
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A・B・C・D…「つけたい力」関連

子ども 対象： ア）イ）・・・小１～中３   ウ）エ）オ）・・・小４～中３   

   ア）学校へ来るのが楽しい A・Ｂ・Ｃ・Ｄ

   イ）自分には良いところがある A

   ウ）自分と他の人との違いを大切にすることができている B・C

   エ）普段の授業では、やる気を持って授業に取り組んでいる A・D

   オ）将来、自分で（他者と協力して）社会を変えられると思う C・D 

教職員

カ）日頃から子どものよい点を認め、伝えている 

キ）子どもの『深い学び』となる授業改善を進めている 

ク）未来市民教育や他教科において「ワクワク感」や「学びに向か 

   う力」を大切にし、４つの探究プロセスを意識・工夫している 

ケ）『キャリア・パスポート』の記述をもとに、対話的に関わり 

   （キャリア・カウンセリング）、子どもの成長を促している 

   コ）学校は、教職員の実践を振返る指標を共有している 

※幼稚園・こども園（保護者アンケート「大阪府国公立幼稚園・こども園長会」より） 

   サ）子どもは、幼稚園・こども園に行くことを楽しんでいる 

シ）園は、一人ひとりの個性を大切にし、意欲や自信を持たせている 

※日新高校は、上記測定指標と関連する学校独自アンケートを軸 

に分析し、教育活動等の改善を図る 

R4 R5 R6 R7目標 

ア 
53.0 
（83.5）

53.3 
（84.0）

60.0 
（90.0）

イ 
39.3 
（79.0）

41.6 
（81.6）

50.0 
（80.0）

ウ 
60.1 
（94.1）

60.7 
（95.0）

70.0 
（95.0）

エ 
41.2 
（84.4）

44.7 
（85.7）

55.0 
（90.0）

オ 
22.4 
（52.5）

24.3 
（55.2）

35.0 
（65.0）

R4 R5 R6 R7目標 

カ 
51.9 
（98.0）

59.6 
（98.5）

70.0 
（100）

キ 
33.1
（91.9）

30.8 
（90.1）

50.0 
（100）

ク 
20.6 
（75.3）

19.9 
（75.5）

50.0 
（90.0）

ケ 
13.6 
（56.3）

15.9 
（56.7）

40.0 
（70.0）

コ 
26.0 
（81.2）

28.4 
（82.0）

50.0 
（95.0）

R4 R5 R6 R7目標 

サ 
83.0 
（97.3）

７８．９ 
（96.9）

90.0 
（100）

シ 
71.6 
（97.8）

７６．５ 
（97.６）

80.0 
（100）

上段・・・強い肯定回答率 
（下段・・・肯定的回答率）

教育委員会の主な測定指標《中期目標 ２０２３ ２０２５》 ～学びのトライアルアンケートより～

A・・・・・・自己肯定・メタ認知
B・・・・・・・・・・自律・自立

C・・・・共生・対話
D・・・・・・・・探究・創造

42 43 44 46 44 41 42 41 42 43 45
37 37 35 33 35 38 36 36 38 38 39

79.2 79.3 78.6 78.9 78.8 79 78.7 76.9 79.5 81.2 83.2
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自分にはよいところがある（肯定的回答率）

【小学校】

強い肯定的率 弱い肯定的率 肯定的回答率

13 13
23

30 32 31

51 52

65 63 61 60

63.6
65.4

87.5 92.8 92.4 91.0
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深い学びとなる授業改善を進めている（肯定的回答率）

【小学校】

強い肯定 弱い肯定 肯定

学習指導要領完全実施 

15 15
25

33 36 31

48 45

59 59 55 57

63 59.1

83.2 92.0 91.0 88.6
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【中学校】

強い肯定 弱い肯定 肯定

学習指導要領完全実施 

23 25 26 28 28 22 25 28 30 30 35 39 40 40 39 40 44 44 43 42 44 43 

62.3 
65.4 65.9 66.5 67.6 66.0 69.2 70.0 72.0 74.3 
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【中学校全学年】

強い肯定 弱い肯定 肯定的回答率
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本市学校教育基本目標・各学校園教育目標の実現に向けた概念図 

年度

様式A
校区　人権教育行動計画

黄色のセル内に必要事項を記入

子どもの実態

長期的計画　（中学校区めざす子ども像）年度～

　さまざまな個別人権課題の克服につながる観点で以下を記入
(１)

１．　全体計画 年度～

選択項目 における重点

中期的計画　（項目別　目標、仮説、指標）

つけたい力 到達目標

子どもの将来をみすえた観点で以下を記入

における重点

(２)

個別人権課題

※選択項目・・・（教科指導、生徒指導、特別支援教育、その他）の中から２項目選択する。

つけたい力 つけたい力をみとる指標 検証方法（時期） 対象

子どもの実態

子どもの将来をみすえた観点で以下を記入
(３)

つけたい力

つけたい力 到達目標

子どもの実態

つけたい力 到達目標

つけたい力をみとる指標 検証方法（時期） 対象

つけたい力 つけたい力をみとる指標 検証方法（時期）

選択項目

対象

における重点

◆学校園マネジメント・プラン ◆中学校区人権教育行動計画 

《マネジメント・プラン、行動計画が果たす主な役割》 
目標、及び成果や課題などの全体像を見える化し、
学校園関係者でめざす方向性を共有する。 
学校園長、教職員の異動に大きな影響を受けず、 
子どもが主語で継続的に目標に向かって取り組む。 
RPDCA サイクルによる向上的な教育活動実施の 
意識と見通しを持つ。 
指標や数値の変化、子どものエピソードなど明確に
し、分析や考察に基づいた実践を行う。       等 

5



すべての子ども・教職員・保護者・市民 ＜東大阪ONE チーム＞

学校園名 様式Ｂ－１

１年目

意識調査の分析（ＲＰＤＣＡの質的向上：エビデンス）

つけたい力 自校園

学年
現状値

1年目
結果

2年目
結果

3年目
結果

目標値
　分析・考察（要因を記入）
教職員のかかわり（効果的であった点・今後の課題等）・子どもの姿

２．　項目別　分析・考察 年度 校区

(１) 個別人権課題 到達目標の達成状況　/４

指標

ちがいを尊重する

自分と他の人とのちがいを

大切にすることができます
か

教

職
員

子

ど
も

教

職

員

検証軸となる子どもの具体的な姿・エピソード特に着目する学年

子
ど

も

検証軸となる子どもの具体的な姿・エピソード

　次年度に向けて

特に着目する学年

黄色のセル内に必要事項を記入してください。 各校園用

中学校区人権教育行動計画 

学校園マネジメント・プラン 

プラン（計画）を基にした学校園のマネジメント＜イメージ＞ 

目標を達成させる「思考の往還」・・・複眼・重層的アプローチ

「学校園マネジメント・プラン」と「中学校区
人権教育行動計画」を関連づけて計画し、１年
間・３年間の短期・中期で分析・考察を行いな
がら、方向性をもった実践を行い、教育活動の
質の向上につながるシステムを定着させる。

学力向上、生徒指導、特別支援教育、人権教育、研修、小中一貫教育等各部会が、それぞれの課題
や成果を互いに関連づけ、学校園全体の課題を整理し「抽象化」させたうえで、あらためて各部会にお
いて課題解決に向けた「具体化」を図ること、すなわち、抽象と具体の「思考の往還」を考慮することで、
「縦割り分業」と「水平分業」の良さが組み合わさった実践につなげる。
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重点目標 
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（総合的視点に立つ教育の推進）

重点目標１ 総合的視点に立つ教育の推進 

 各学校園においては、教育内容の充実に努め、中学校区のつながりを意識した教育課程を適切に編成

し実施する。また、教育活動を見直し、地域や外部人材とも連携しながら特色ある学校園づくりに努め

る。 

１． 確かな学力 

《関連事業》   ◆学びのトライアル事業〈市〉 ◆学校園サポート事業（ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ）〈市〉 

 ◆英語教育推進事業〈市〉 ◆一貫教育推進事業〈市〉 

① 育成すべき資質・能力の育成 

子どもの学力実態の把握・分析           

【キーワード：学力学習状況調査 学びのトライアルアンケート 学校教育自己診断】 

学校全体で日頃から子どもの学力実態を把握、分析し、学力の確実な定着を図る取組みを積極的

に進めるとともに、市や府、国の学力等に関する調査を有効に活用し、指導の改善に努める。また、

教育フォーラム、学校協議会や保護者懇談会などにより、学校園・保護者・地域の連携を一層深める。 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

 【キーワード：探究的な学習 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実  

   ICT 活用 学びのスタンダード ユニバーサルデザイン授業評価】 

日々の授業において、「知識及び技能」を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決する

ために必要な「思考力・判断力・表現力等」の育成、そしてどのように社会や世界と関わり、より良

い人生を送るかという「学びに向かう力・人間性等」の涵養といった三つの資質・能力の育成するた

め、学力向上支援コーディネーターを中心に、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を

進める。その際、子どもや学校等の実態に応じ、各教科等の見方・考え方や学習過程を踏まえて、学

習ツールの一つとしてAIドリル等の ICTを効果的に活用したり、STEAM教育や未来市民教育等の

各教科等横断的な学習を推進したりする等、単元や題材など内容や時間のまとまりをどのように構

成するかというデザインを考え、 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につなげる。

また、他の教職員の意見や子ども・保護者による授業評価など、他者による評価を活かした授業改善

に取り組む。 

《参考資料》 就学前教育・保育と学校教育の接続・連続性を重視した学力向上対策〈市〉   

ICT みんなの広場〈市〉  StuDX Style〈国〉  STEAMライブラリー - 未来の教室〈国〉   

NHK for School  GIGA スクール構想のもとでの各教科等の指導について〈国〉 

大阪の授業 STANDARD〈府〉 大阪府教育センターポータルサイト 学習指導・学習支援教材・資料等〈府〉 

ICT を活用した各教科の指導の充実に向けて〈市〉

全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた授業アイディア例（小・中）〈国〉 

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実（イメージ）〈国〉 

「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開（小・中）〈国〉 

＜※以下〈市〉：市教委、〈府〉：府教委、〈国〉：文部科学省等
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言語能力の育成 

【キーワード：ペア学習 グループ学習】 

子どもの思考力、判断力、表現力等を育む観点から、各教科等の指導および生活場面において、子

どもの発達段階を考慮しながら言語活動の充実を意図した取組みを行う。 

＊言語環境の整備＊ 子どもが言語に対する関心や理解を深めるための環境づくりとして、「読書・

学習・情報センター」である学校図書館のさらなる充実・活用を図るとともに、朝の読書活動や読

み聞かせ等、子どもの読書活動を積極的に推進する。また、蔵書データベースの活用、公共図書館

との連携（「ひがしおおさか電子図書館」も含む）なども推進し、読書環境の充実に努める。 

＊各教科等での言語活動＊ 多くの思考過程は言語によってなされることを重視し、各教科等の時

間においても、思考力、判断力、表現力の育成・向上をめざし、それぞれの特質に応じた言語活動

を工夫し、積極的に実施する。また、ICT 活用による思考の可視化や共有化により、子どもたち

が、より主体的で対話的に学ぶ授業をめざしていく。 

《参考資料》 

大阪の授業 STANDARD〈府〉   

校内研究の栞〈府〉   

「ことばのちから」を確実に育む活用シート〈府〉 

理科授業づくり―全国学力・学習状況調査に見られる理科の課題と授業改善の在り方－〈府〉 

言語活動の充実に関する指導資料集〈国〉  

楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動〈国〉 

第６次 学校図書館図書整備等５か年計画（令和４年度から令和８年度）〈国〉 

大阪版CAN-DOリスト、STEPS in OSAKA〈府〉  

学習の構えや仕方を身につける指導の推進 

生涯にわたって主体的に学び続ける資質を養うため、学びの意義を実感できる指導を行い、自学

自習力の育成に努めるとともに、学習にのぞむ姿勢や学び方、実生活への活用の仕方を身につける

ための指導を充実する。 

家庭と連携した学習習慣の確立 

確かな学力の定着に向け、家庭での日々の学習習慣の確立は大変重要である。「家庭学習の手引

き」を各校が作成し、家庭との連携を図りながら家庭学習習慣の定着を図るとともに、「授業が家庭

学習へ」「家庭学習が授業へ」とつながる授業と家庭学習の『シームレスな学び』の充実を進め、「学

ぶ楽しさ」を感じ、主体的に学び続ける力を育む。
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（総合的視点に立つ教育の推進）

② 指導方法の工夫・改善 

個別最適な学び・協働的な学び・創造し表現する学び 

【キーワード：AI ドリル】 

学ぶ意欲や確かな学力を育成するために、子どもが自らの特性・学習進度・興味関心等に応じて学

習を調整し、学習の定着とともに学習を深めたり広げたりすることができるよう適切な環境を提供

する。また、多様な他者と協働することで、一人ひとりのよい点・可能性を伸ばすとともに、よりよ

い学びを生み出す力を培う。それらを一体的に進め、学んだことをアウトプット（「創造し、表現」）

しながら、納得解や最適解を見つけられる自立した学習者を育成することに努める。 

《参考資料》 

ICT を活用した教育の推進に関する基本方針〈市〉 

指導と評価の一体化 

子どもの意欲や成就感の向上につなげるために、目標に準拠した評価（絶対評価）や個人内評価、

指導と一体化させた評価（形成的評価）の改善を図る。また、学校総体として全体計画（指導と評価

計画）、評価規準の設定、評価方法等の共通理解を図り、評価の妥当性・信頼性の向上に努める。 

《参考資料》 

学習評価について〈府〉   

「観点別学習状況の評価」実施の手引き〈府〉 

学習評価の在り方ハンドブック〈国〉  

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料〈国〉 

子どもの学習評価の在り方について〈国〉 

教員用情報コンテンツを活用した授業づくり 

【キーワード：ICT活用】 

「わかりやすい授業・保育づくり」に向け、「ICTみんなの広場」や「大阪府教育センター教職員

のためのページ」「NITS動画教材」などを活用し、指導方法の工夫・改善や適切な教材設定などの

研究を進めるとともに、お互いの成果の共有に努める。 

《参考資料》  

ＩＣＴみんなの広場〈市〉  

大阪府教育センター教職員のためのページ〈府〉 

NＩＴＳ 独立行政法人教職員支援機構〈国〉       
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③ 国際理解教育の推進 

《関連事業》  ◆多文化共生社会推進事業＜市＞ 

多様な文化との出会い 

【キーワード：多文化共生】 

市内学校園では、さまざまな国につながりのある子どもたちがともに学校生活を送っている。日々

の生活や学習を通して、さまざまな国や地域、民族の文化・伝統など多元的な価値観と出会うこと

で、子どもたちが自国の歴史や文化・伝統に誇りをもつとともに、ちがいを豊かさととらえ、互いを

認め合い、尊重できるような資質や態度を育て、多文化共生の社会づくりを担う豊かな人権感覚を

身につけた子どもの育成に努める。 

《参考資料》 

東大阪市人権教育推進プラン〈市〉  地域における多文化共生推進プラン〈国〉 

東大阪市多文化共生指針〈市〉 

外国語教育の充実    

【キーワード：コミュニケーション能力の育成 4 技能の統合的育成】 

外国語教育においては、実践的なコミュニケーション能力の育成が重要である。そのために、学習

指導要領の理解を深め、『英語を使って何ができるか』という『CAN-DOリスト』の到達目標に基

づき、「英語を使用しながら身に付ける」授業を推進していく。小中高一貫して、英語を用いて自分

の気持ちや考えを伝え合う言語活動を授業の中心に据え、英語 4 技能の統合的な育成を図る。。ま

た、外国語指導講師、英語指導助手を全校園で活用することにより、より一層のコミュニケーション

能力の育成にも努める。 

《参考資料》 

Broaden Your Horizons with English! -英語を使って羽ばたく日本人-ＤＶＤ〈府〉 

えいごネット〈国〉 

新学習指導要領に対応した外国語活動及び外国語科の授業実践事例映像資料<小学校・中学校・高等学校>〈国〉 

④ 情報教育の推進 

情報活用能力の育成 

【キーワード：教科等横断的 主体的・対話的で深い学び】 

情報活用能力は学習の基盤となる資質・能力であり、各教科等の特質を生かし教科等横断的な視

点から育成される。これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で

育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、

各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが一層期待されている。加え

て、人々のあらゆる活動に今後一層浸透していく情報技術を、子どもが手段として学習や日常生活

に活用できるようにするため、各教科等においてこれらを適切に活用した学習活動の充実を図る。 
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（総合的視点に立つ教育の推進）

《参考資料》  

教育の情報化に関する手引〈国〉  教育の情報化ビジョン〈国〉 

教育の情報化加速化プラン〈国〉  小学校プログラミング教育の手引き〈国〉 

教育の情報化に関する手引-追補版-〈国〉  ICT を活用した教育の推進に関する基本方針〈市〉 

情報モラルの育成 

【キーワード：デジタルシティズンシップ】。

情報社会では、一人ひとりが情報化の進展が生活に及ぼす影響を理解し、情報に関する問題に適

切に対処し、積極的に情報社会に参加しようとする創造的な態度が大切である。そのために、他者へ

の影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつこと、危険

回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との

関わりを理解することなど、情報技術の利用における適切で責任ある行動範囲を自身で決定できる

考え方と態度（デジタル・シティズンシップ）を育む。 

教職員の ICT活用力の向上      

【キーワード：タブレットPC 校務におけるクラウド活用 電子黒板】 

授業において、児童生徒が効果的に ICTを活用するために重要なのは、教員が ICTの活用方法や

その特性を深く理解することである。一方でクラウド活用など教員にとってなじみが薄いものも多

く、理解を深めるには実体験が必要である。そのために、教職員の日常的な情報共有等にクラウドを

活用するなど、まず学校全体で校務の情報化に取り組む。その利点を実感することで、授業における

ICTを活用した実践的指導力の向上にもつなげる。

⑤ 環境教育の推進 

環境教育      

【キーワード：出前講座】 

環境と資源の問題は、一人ひとりの身の周りから全地球的規模にまで広がる問題である。身近な

地域の環境から見つめ直し、持続可能な社会の構築について考え、環境問題について理解を深める

中で、自然現象を科学的に観察し処理する能力や、主体的に行動する実践的な態度や資質・能力を育

成する。また外部人材も活用しながら多様な体験型学習を進めることを通して、自然環境の大切さ

や環境保全の意義を自覚し、自然を愛する心や態度、環境と人間の共生を実現する力を培う。 

《参考資料》 

環境紙芝居「トライくんと水の妖精」（幼）〈市〉  環境学習ハンドブック〈府〉 

森林環境教育手引書（小）  環境教育指導資料【幼稚園・小学校編】〈国〉 
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２． 豊かな心 

《関連事業》 ◆キャリア教育推進事業〈市〉◆学校園サポート事業（SSW・日新高校SC）〈市〉     

 ◆SC配置事業〈府〉 ◆いじめ防止対策推進事業〈市〉◆相談員派遣事業〈市〉 

① 道徳教育の推進 

道徳教育の全体計画及び年間指導計画別葉に基づく指導 

。

子どもたち一人ひとりに豊かな人間性を育むことをめざし、中学校区の道徳教育全体計画に基づ

き、各学校において道徳教育全体計画及び別葉を適切に作成し、教育活動全体を通じて行う道徳教

育を実施する。 

「特別の教科 道徳」での適切な指導と魅力的な教材開発 

。

道徳教育の要となる「特別の教科 道徳」においては、各教科等との関連や子どもたちの実態を考

慮するとともに、答えが一つではない道徳的な課題を一人ひとりの子どもが自分自身の問題と捉え、

向き合う「考え、議論する道徳」の授業を実施していく。また、教科書を主たる教材としながら、郷

土資料など多様な教材の開発・活用を行うとともに、指導方法の工夫・改善を図る。 

《参考資料》  

大切なこころを見つめなおして〈府〉    夢や志をはぐくむ教育〈府〉 

小学校（中学校）道徳読み物資料集〈国〉  「特別の教科 道徳」実践事例集〈府〉 

私たちの道徳（小中学校）〈国〉 

体験活動の推進 

。

ボランティア活動など社会奉仕体験活動や自然体験活動、国際交流等、人・社会・自然とかかわる

直接的な体験等豊かな体験を通じて、相互に支え合う意識を共有したり、自然に対する愛情や異文

化に対する理解を深めたりするための取組みを推進する。 

また、平素と異なる環境下で様々な体験を行う体験活動を通じて、学びの意欲を促進する。 

《参考資料》 

楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動（小学校編）〈国〉 

学級・学校文化を創る特別活動（中学校）〈国〉  体験活動事例集（国） 
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（総合的視点に立つ教育の推進）

② 幼児教育及び幼小接続の推進 

「幼児の心を育む場」としての幼稚園及び認定こども園をめざし、遊びを中心とした多様な体験

を通じて興味や関心を育成し、表現力や社会性、規範意識などを培う保育を計画的に実施する。ま

た、幼児期から児童期にかけての時期は学びの芽生えから次第に自覚的な学びへと発展していく時

期であるため、円滑な接続が図れるよう「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた教育課

程を編成するとともに、教職員の指導力向上に努める。 

《参考資料》  

就学前教育・保育と学校教育の接続・連続性を重視した学力向上対策〈市〉 

スタートカリキュラムスタートブック〈国〉  スタートカリキュラム学びの接続モデルリーフレット〈府〉 

幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）等（に関する動画）について 

③ 生徒指導の充実 

生徒指導体制の確立  

【キーワード：３つの指導 チーム支援 スクリーニング ケース会議】 

生徒指導とは、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと子どもが、自発的・主体的に成

長や発達する過程を支える教育活動のことである。すべての子どもの発達を支える発達支持的生徒

指導、すべての子どもを対象として課題の未然防止教育と、課題の前兆行動が見られる一部の子ど

もを対象とした課題の早期発見と対応を含む課題予防的生徒指導、深刻な課題を抱えている特定の

子どもへの指導・援助を行う困難課題対応的生徒指導の観点で、教職員が一致した生徒指導体制（チ

ーム支援）の確立を図り、また、中学校区全体の生徒指導体制の充実を図る。すべての子どもを対象

としたスクリーニングを実施し、把握した課題については、ケース会議等で子どもに関わる様々な

情報を収集・共有し、見立て（アセスメント）を行ったうえで、今後の方針を決め（プランニング・

役割分担）、チームでの働きかけ、支援・見守り（モニタリング）を行うというシステムの確立を図

る。さらに、幼児教育との円滑な接続を意図的に行い、学習指導と関連付けながら生徒指導の充実を

図る。また、「特別支援教育」「人権教育」「キャリア教育」等、学校におけるすべての教育活動と

つながりをもった取組みを図る。 

《参考資料》 

 生徒指導リーフ〈国〉  生徒指導提要〈国〉 

教育相談に関する校園内体制の充実 

学校園は、教育相談を組織的に行うために、校園長のリーダーシップのもと、教職員が一体となっ

て対応することができる校園内体制の整備に努める。また、スクールカウンセラー・スクールソーシ

ャルワーカー・教育センター相談員等の人材を有効活用するとともに、福祉等の関係機関とも連携

し、教育相談機能の充実を図る。 

教職員は、相談窓口の積極的な周知を行うとともに、子どものSOSを早期に発見し、支援してい

くために必要な資質・能力の向上に努める。  
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子どもの権利の理解 

。

生徒指導にあたっては子どもの権利条約の四つの原則、こども基本法の理念に基づき、「差別」

「いじめ」、「暴力」、「児童虐待」、「体罰」、「不適切な指導」、「性暴力」などの防止と早期

対応を図るとともに、自由に自分の意見を表明する権利を確保し、全ての子どもにとって安心・安全

な学校づくりを行う。 

子どもの健全な育成 

。

学校園・家庭・地域が一体となって生命の大切さ、他者への思いやりや善悪の判断など、基本的な

倫理観や規範意識が身についた豊かな人間性の育成を図る。 

「いじめ」の未然防止と対応 

。

「東大阪市いじめの防止等に関する条例」および「東大阪市いじめ防止基本方針」で示されたよう

に、「いじめ」の未然防止及び早期発見・早期対応は喫緊の課題である。 

「いじめ」はどの子どもにも、どの学校園においても起こり得るものであることを十分認識した

上で、法の定義に基づき、積極的に認知し、組織的に対応を行う。日頃より子どもの悩みを親身にな

って受け止めるとともに、集団・人間関係づくりを進め、子どもの援助希求力を高める。「学校いじ

め防止基本方針」のもと、いじめ防止等に関する取組みを実効的に行うための組織を置き、どのよう

な理由があろうとも「いじめ行為は絶対許さない」との強い認識に立って、明確な態度で指導を行

う。 

また、「学校いじめ防止基本方針」は定期的に見直し、学校ホームページ等を活用して公表するも

のとする。 

《参考資料》  

東大阪市いじめ防止等に関する条例〈市〉  東大阪市いじめ防止基本方針〈市〉 

いじめ対応プログラム〈府〉  いじめ対応セルフチェックシート〈府〉 

いじめ防止対策推進法〈国〉  いじめ防止等のための基本的な方針 

いじめ対策に係る事例集〈国〉  いじめの重大事態の調査に関するガイドライン〈国〉 

生徒指導リーフ〈国〉  

携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プログラム〈府〉 

子どもの権利条約 四つの原則   

１）差別の禁止（条約第２条、法第３条-１） 

２）児童の最善の利益（条約第３条、法第３条-４） 

３）生命・生存・発達に対する権利（条約第６条、法第３条-２） 

４）意見を表明する権利（条約第 12条、法第 3条-３） 
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（総合的視点に立つ教育の推進）

「児童虐待」への対応 

。

「児童虐待」は、子どもの心身の成長及び人格の形成に影響を与える最も重大な権利侵害である。 

学校園の教職員は児童虐待を発見しやすい立場であることを自覚し、児童虐待の早期発見に努め、

対応にあたっては関係機関と連携し、早期対応に努める。 

《参考資料》 

要保護児童対応マニュアル〈市〉  学校・教育委員会向け児童虐待防止の手引き〈国〉 

子どもたちの輝く未来のために～児童虐待防止の手引き〈府〉 

不登校等の子どもへの支援 

。

不登校等はどの子どもにも起こり得るものであることを十分認識した上で、子どもが主体的に社

会的自立に向かうよう支援する。不登校のきっかけや継続理由について、SC・SSW・関係機関と連

携しアセスメントを行い、適切な支援や働きかけを行う。また、ICTの活用、校内教育支援ルームの

整備など多様な教育機会の確保に向けて、学校内外における不登校支援体制の更なる充実を図る。 

《参考資料》 

不登校児童支援への支援の在り方について〈国〉 

不登校に関する調査研究協力者会議報告書～今後の不登校子どもへの学習機会の支援の在り方について～〈国〉 

不登校子どもへの支援実践事例集～子どもに寄り添った支援のために～〈府〉 

誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLO プラン」〈国〉 

地域や関係機関との連携、中学校区の体制の充実 

。

生徒指導上の諸課題の未然防止や課題解決のために、家庭・地域・関係機関及び、校種間で情報を

共有し行動連携の充実を図る。

④ キャリア教育の充実 

生き方を考えるキャリア教育 

。

子ども一人ひとりの社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育成するため、

特別活動を要としつつ、学校の教育活動全体を通じて、主体的に学びに向かう力を育むとともに、子

どもが主体的に進路を選択することができるよう、キャリア・パスポートを活用しつつ系統的なキ

ャリア教育を推進する。 

《参考資料》  

生徒指導提要〈国〉 大阪府キャリア教育プログラム〈府〉  キャリア教育の進め方サポートブック〈府〉

大阪府キャリア教育リーフレット〈府〉  東大阪版キャリア・パスポート〈市〉 
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３． 特別支援教育 

《関連事業》  ◆特別支援教育推進事業〈市〉 ◆学校園巡回機能訓練事業〈市〉  

 ◆学校園サポート事業（ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ）〈市〉 

《参考資料》 

「ともに学び、ともに育つ」支援教育のさらなる充実のために〈府〉 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）〈国〉 

「ともに学び、ともに育つ」教育の推進 

【キーワード：インクルーシブ教育】 

障害のあるなしに関わらず、子どもが地域でともに生きることを基本とし、理解しあい、尊重しあ

う仲間として、「ともに学び、ともに育つ」教育を推進する。 

《参考資料》 

ぬくもり〈府〉 

学校園教育全体で取り組む特別支援教育 

【キーワード：基礎的環境整備】 

学校園教育活動の中に特別支援教育を位置づけ、障害のある子どもの自立と社会参加に向け、特

別支援教育コーディネーター・担当者を中心とする校園内委員会により、計画的、組織的な指導体制

を構築し、関係機関・中学校区とも連携を図りながら、適切な指導・支援を全教職員の共通理解と協

力体制のもと計画的に行う。 

子どものニーズに即したきめ細かな指導 

【キーワード：合理的配慮 個別の教育支援計画 個別の指導計画】 

すべての教職員が、障害についての理解を深め、個々の特性を理解し、教育活動のあらゆる場面に

おいて、一人ひとりの子どもの教育的ニーズに基づく適切な配慮や指導方法の工夫を行う。そのた

めに、保護者との十分な連携のもとで個別の教育支援計画・個別の指導計画を作成･活用し、学年・

校種を越えた継続的かつ適切な支援を図る。 

《参考資料》  

ともに学びともに育つ一貫した支援のために〈府〉  明日からの支援に向けて〈府〉 

みつめよう一人ひとりを〈府〉  ええやん ちがっても 〈府〉 

自己実現につながる就学指導・進路指導 

。

就学指導・進路指導においては、「ともに学び、ともに育つ」ことを基本に、本人や保護者の思い

を最大限に尊重しながら、関係機関とも連携し、早い時期から様々な機会を通じ、情報提供を適切に

行う。  
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（総合的視点に立つ教育の推進）

４． 健やかな体 

《関連事業》  ◆クラブ活動運営費補助事業〈市〉 ◆全国大会等出場補助事業〈市〉 

 ◆部活動指導員配置事業〈市〉 ◆学校園サポート事業（ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ）〈市〉 

 ◆タグラグビー普及推進事業〈市〉  ◆元気アッププロジェクト事業〈府〉     

◆トップアスリート小学校ふれあい事業〈府〉 

 ◆オリンピアン・パラリンピアン推進事業〈府〉 

  ◆子どもの体力づくりサポート事業〈府〉 

 ◆トップアスリート連携事業〈市〉 ◆ICT活用による子どもの体力向上事業〈府〉 

自らの健康を適切に管理する力の育成 

。

子ども自らが命や心身の健康の大切さを理解し、生涯を通じて自らの健康を管理する力を育成す

る。 

《参考資料》 

教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引〈国〉 

わたしの健康（小学生用）〈国〉 

かけがえのない自分かけがえのない健康（中学生用）〈国〉 

保健教育の充実 

。

健康の保持増進のため、子どもの実態に即した計画に基づき、関係諸機関とも連携して喫煙・飲

酒・薬物乱用防止等を含めた保健教育の充実に努める。 

《参考資料》 

教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引〈国〉 

保健主事のための実務ハンドブック〈国〉 

「生きる力」を育む小学校保健教育の手引〈国〉 

「生きる力」を育む中学校保健教育の手引〈国〉 

食育の推進 

【キーワード：食に関する指導の全体計画】 

「食に関する指導の全体計画」に基づき、学校園教育活動全体を通じて、子どもが食に関する知識

や食を選択する力を習得し、自ら健全な食生活を実践することができるよう、家庭・地域へも啓発

し、連携･協力を図りながら教職員全体で食育を推進する。 

《参考資料》 

食に関する指導の手引 第二次改訂版〈国〉  食生活を考えよう 体も心も元気な毎日のために〈国〉 
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性に関する指導の推進  

。

校園内の指導体制を整え、エイズ教育を含む性に関する指導の意義・目的について、教職員の共通

理解のもと、子どもの発達段階に応じた指導の充実に努めるとともに、保護者への啓発を進める。 

運動・スポーツの奨励 

。

子どもの発達段階に応じ、学校園教育活動全体を通して、体を動かす楽しさや喜びを体験させる

工夫を行いながら、体力の向上を図るとともに、生涯にわたって運動・スポーツに親しむ基礎を培

い、あわせて家庭・地域と連携して、運動機会の確保に努める。 

《参考資料》 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査〈国〉   幼児期運動指針〈国〉 

５． 日本語指導 

《関連事業》 ◆外国人子ども等への日本語教育等推進事業〈市〉 

日本語指導の充実 

。【キーワード：日本語指導 「特別の教育課程」】 

日本語で日常会話が十分できない子どもや、日本語能力が不足し学習活動への取組みに支障がある

子どもに対して、在籍学級で行われる教育課程によらず、それぞれの個々の日本語能力に応じた個

別特別の指導を別室で行う。外国につながりのある子どもや、２つ以上の言語で生活している子ど

もが日本語を学ぶことは、「日本で暮らすこと」を学ぶことと考え支援する。 

 日本語指導の必要な子どもの理解  

。【キーワード：多文化共生】 

帰国・渡日の子どもの多くは、母語・母文化を持っている。「日本語ができない子ども」「助けて

あげなければならない子ども」という見方ではなく「日本とは異なるかけがえのないものを持って

いる子ども」であると認識し、その子どもの母語などの文化を尊重する。 

 日本語指導が必要な子どもの進路選択の支援  

。【キーワード：入学者選抜 進路選択】 

大阪府は公立高等学校の入学者選抜において、時間延長やルビ打ち、辞書持ち込みなどの受験上

の配慮や「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜」を実施している。さまざまな言語

で進路選択についての説明や相談を行う「OSAKA多文化共生フォーラム」や、「多言語進路ガイダ

ンス」を活用し、子どもの主体的な進路選択を支援する。 

《参考資料》 

外国人児童生徒受入れの手引〈国〉 ようこそOSAKA へ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ〈府〉 

東大阪「ことばの力」把握シート〈市〉 ようこそOSAKA へ パートⅠ・Ⅱ＋東大阪市作成資料等 
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（人間尊重に徹した人権教育の実践）

重点目標２ 人間尊重に徹した人権教育の実践 

「東大阪市人権教育基本方針」の５本柱「個の確立」「豊かな人間関係づくり」「自らの課題としての

人権学習」「地域人権ネットワークづくり」「指導者の資質向上」をふまえ、各学校園で人権教育を推進

し、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができ、それを具体的な態度や行動に現すこ

とができる」子どもの育成に努める。 

１． 人権教育の充実 

《関連事業》 ◆人権教育研究集会〈市〉 

知的理解の深化 

。【キーワード：知識的側面】 

法に関する知識や個人の尊厳などの諸概念、同和問題をはじめとする個別の人権課題等、自他の

人権を尊重したり人権問題を解決したりする上で具体的に役立つ知識を、発達段階に応じた系統的

な年間計画（中学校区人権教育年間計画及び、中学校区人権教育行動計画）に基づき、実践的な教育

活動を通じて育むよう努める 。 

 人権感覚の育成  

。【キーワード：価値的・態度的側面】 

人権がもつ価値や重要性を直感的に感受し、共感的に受けとめる感性や感覚を育成する。子ども

たちの主体的・対話的で深い学びにつながるよう、聞き取りや体験的な活動を取り入れるなど、教材

の活用や、指導方法の工夫改善に努める。 

自他の人権を守ろうとする実践力の育成 

。【キーワード：技能的側面】 

知的理解・人権感覚を基盤とした人権学習を通して、自分や他者の人権を守ろうとする意識や態

度を向上させ、行動力や実践力を育成する。 

《参考資料》 

人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］補足資料〈国〉 

部落差別の解消の推進に関する法律〈国〉  人権教育リーフレット〈府〉 

OSAKA 人権教育ABC Part１～５〈府〉  人権教育教材集･資料〈府〉 

大阪府人権教育推進計画〈府〉  東大阪市人権尊重のまちづくり条例〈市〉 

東大阪市人権教育基本方針・推進プラン〈市〉 
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２． ネットワークづくり 

《関連事業》  ◆人権教育研究集会〈市〉 

学校園・家庭・地域連携の推進 

【キーワード：中学校区の「めざす子ども像」「つけたい力」 実践・研究分科会 地域連携】 

中学校区の「めざす子ども像」の実現に向けて設定した「つけたい力」に基づき、教育活動の質の

向上を図るとともに、合同の保育・授業研究や教職員研修を行うなど、就学前教育（幼稚園・認定こ

ども園・保育所(園)）･小･中･高等学校、または地域も含めた地域人権ネットワークの深化・充実に

努める。また、「めざす子ども像」「つけたい力」を地域・保護者との共有するとともに、児童生徒

への周知する。

《参考資料》 

OSAKA 人権教育ABC Part５〈府〉  大阪府人権尊重の社会づくり条例〈府〉 

３． 共に生きる教育 

男女平等教育の推進 

【キーワード：ジェンダー平等教育】 

さまざまな教育活動を通じて、多様な性のあり方を知るなど男女平等に関する学習内容を取り入

れる。そして、性別役割分担意識に基づいた差別を解消し、一人の人間として対等の立場で自己実現

が図れるように男女平等教育の推進に努め、男女共同参画の意識を育む。 

《参考資料》 

性同一性障害や性的指向・性自認に係る子どもに対するきめ細やかな対応等の実施について〈国〉 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律〈国〉 

小・中学校及び府立学校における男女平等教育指導事例集〈府〉 

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例〈府〉 

おおさか男女共同参画プランの子ども向け教材について〈府〉 人権教育リーフレット〈府〉 

在日外国人教育の推進  

【キーワード：母国語学級】 

在日外国人に対する理解を深めるとともに、外国につながりのある子どもたちをはじめ、すべて

の子どもたちに対し、自らの生き方に誇りや自覚を育む。 

《参考資料》 

互いに違いを認め合い、共に学ぶ学校を築いていくために－本名指導の手引き（資料編）－〈府〉 

本名で生きる！３〈市〉 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律〈国〉 

大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例〈府〉 

東大阪市多文化共生指針〈市〉 
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（人間尊重に徹した人権教育の実践）

「ともに学び、ともに育つ」学校園づくり 

。

系統的な人権教育の実践を通して障害者理解の深化を図り、合理的配慮の観点からすべての子ど

もたちが安全で、安心して過ごすことができる学校園づくりに努める。 

《参考資料》 

ともに学び、ともに育つ〈府〉 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈国〉 

大阪府障がい者差別解消条例〈府〉 

平和教育の実践  

。

生命の尊さを理解し、平和を守り平和を構築することができる実践力をもった人材の育成に努め

る。 

《参考資料》 

平和教育に関する事例集〈府〉 平和教育基本方針〈府〉 
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重点目標３ 信頼に応える学校園づくり 

保護者や地域の信頼に応えるため、教職員一人ひとりが意識改革と指導力向上に努め、学校園改革を

図る必要がある。 

また、地域の学校園として、課題に迅速に対応できる行動力を持った組織体制の構築に努める。 

１． 教職員の資質向上 

《関連事業》  ◆教職員研修事業〈市〉 

教育公務員としての自覚  

。

学校園が組織体として効果的に教育活動を展開し、市民から一層の信頼を寄せられるよう、教職

員はコンプライアンス（法令遵守）感覚の向上に努め、教育に携わる公務員としての意識と、組織の

一員としての自覚を高める。 

《参考資料》  

不祥事予防に向けて 自己点検《チェックリスト・例》改訂版〈府〉 

信頼される教職員であり続けるためにー不祥事の根絶に向けてー〈府〉 

不祥事防止に向けたワークシート集〈府〉 

人権の尊重 

。

子どもの人権意識を育むために、その担い手である教職員は鋭敏な人権感覚を身につける必要が

ある。また、身につけた知識をもとにこの人権感覚を働かせて、人権侵害を解決せずにはいられない

とする人権意識をもちながら指導することが求められる。とりわけ「セクシュアル・ハラスメント」

をはじめとする各種ハラスメントや、「性暴力」、「体罰」、「個人情報の漏洩」等は絶対に許され

ないことである。すべての子どもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されるこ

と・差別的扱いをうけることがないようにすること等、学校園全体で子どもの権利に対する認識を

徹底する。 

《参考資料》  

こども基本法〈国〉  生徒指導提要〈国〉 

この痛み一生忘れない（体罰防止マニュアル）改訂版〈府〉 

信頼される教職員―子ども理解力アップ・不祥事防止〈市〉 教職員人権研修ハンドブック〈府〉

不祥事防止に向けたワークシート集〈府〉 

東大阪市立学校園の教職員の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び対応に関する指針〈市〉 

東大阪市立学校園の教職員の職場におけるパワー・ハラスメントの防止及び対応に関する指針〈市〉 

東大阪市立学校園の教職員の職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止及び対応に 

関する指針〈市〉 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針〈国〉 
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（信頼に応える学校園づくり）

指導力の向上 

。

今日的教育課題に即応するため、意識改革や資質・指導力の向上に努める。さらに「教職員の評

価・育成システム」に基づく個人目標の設定や評価を活かし、意欲的な取組みによる組織の活性化と

教育活動の充実を図る。また、幅広い教育実践を学ぶことができるチャレンジ人事交流等の人事交

流制度を有効に活用する。 

学び続ける教職員 

。【キーワード：新たな教師の学びの姿 ＯＪＴ 教職員研修指標】 

教員免許更新制の発展的解消に伴い、「新たな教師の学びの姿」の実現をめざす。学校園内におけ

るOJTを推進するとともに、教員等に求められる資質・能力をキャリアパス（経験や職責）に応じ

て整理した「大阪府教員等育成指標」に基づき、研修受講履歴を活用して、教職員自身が自らの学び

を振り返ったり、管理職と対話したりすることを通して、研修内容・機会を充実し、研修受講による

効果を学校園での教育活動に活かす。さらに、共同研究や教育資料の活用等で授業準備や教材研究

等にかかる教職員の自己研鑽力を高め、学校園の「学ぶ力」の活性化を図る。 

《参考資料》  

初任者・新規採用者研修の手引〈市〉 中堅教諭等資質向上研修の手引〈市〉 

研修案内〈市〉 大阪府教員等研修計画～未来を拓く教育をめざして～〈府〉 

NＩＴＳ 独立行政法人教職員支援機構〈国〉  □「新たな教師の学びの姿」の実現に向けて〈国〉 

職場環境づくり 

互いに支え合い、的確に指摘し合える職場環境づくりに努める。 

２． 安全・安心な学校園づくり 

《関連事業》   ◆愛ガード運動推進事業〈市〉 ◆学校安全体制整備推進事業〈国〉 

安全教育の充実  

【キーワード：危機回避能力】 

学校園事故防止・交通安全教育・犯罪被害の防止など、安全に関する指導については、日常的・計

画的に実施し、生命尊重の精神に基づき、子ども自らが安全に行動できる態度や能力の育成に努め

る。また、不審者への対応を含めて、子ども自身の危機回避能力を高めるため、保護者や地域、関係

機関との連携を深める。 

《参考資料》  

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育〈国〉  

子どもを事件・事故災害から守るためにできることは（DVD）〈国〉 

生徒を事件・事故災害から守るためにできることは（DVD）〈国〉 
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防災教育の推進  

【キーワード：危機回避能力 自助・共助・公助】 

様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動がとれるよう指導する。 

《参考資料》 

学校における防災教育の手引(改訂２版)〈府〉 災害から命を守るために（DVD）〈国〉 

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育〈国〉 

「生きる力」を育む防災教育の展開〈国〉 学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き〈国〉 

防災啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」（DVD）〈国〉 

学校園の安全管理    

【キーワード：防災計画 危機管理マニュアル 避難訓練】 

様々な事件・事故や災害から子どもを守るため「危機管理マニュアル」「防災計画」等を PDCA

サイクルに基づいて見直し、危機管理体制を確立させ、安全管理の充実に努める。 

《参考資料》 

学校の危機管理マニュアル作成の手引き<国>  子どもの心のケアのために〈国〉         

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き〈国〉   

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育〈国〉 「生きる力」を育む防災教育の展開〈国〉 

子どもの安全確保 

【キーワード：愛ガード スクールガードリーダー こども 110番の家】 

学校園生活・登下（降）校園時・学校園開放時等において、必要な措置を講じ、家庭・地域・関係

機関・関係団体等と連携し、子どもの安全確保に努める。 

《参考資料》 

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育〈国〉  登下校防犯プラン〈国〉 

子どもの情報の安全確保 

。

「東大阪市立学校園情報セキュリティポリシー」を遵守し、子どもに関する個人情報を紛失、漏洩

の危機から守る。 

《参考資料》 

東大阪市立学校園情報セキュリティポリシー〈市〉  学校教育用コンピュータ管理運営規定〈市〉 

東大阪市立学校園におけるインターネットに接続する教育用コンピュータの管理運営に関する要綱〈市〉 
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（信頼に応える学校園づくり）

施設設備の安全管理 

【キーワード：安全点検】 

日常的・定期的な安全点検等により、事故の要因となる学校園環境や子ども等の学校園生活にお

ける行動等の危険を、早期に発見、速やかに除去し、安全な教育環境を保持する。 

《参考資料》 

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育〈国〉  学校における転落事故防止のために〈国〉     

学校施設における事故防止の留意点について〈国〉 

衛生管理の徹底と適切な対応 

。

感染症や食中毒を防止するため、日常的に衛生管理の徹底を図るとともに、発生時の迅速か

つ適切な対応に努める。 

《参考資料》 

教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引〈国〉 

教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応〈国〉 

３． 開かれた学校園づくり 

日常的な家庭・地域との連携 

。

学校園が家庭・地域の信頼を得ることができるよう、互いの顔が見える双方向の関係を作る積極

的な取組みを推進する。また、家庭との連携を強めるとともに、地域人材の協力体制をつくり、子ど

もをともに見守り、育む教育を実践する。 

家庭・地域への情報発信 

。

授業公開、保護者懇談会、地域教育協議会などの機会を積極的に活用及び、ホームページへの情報

掲載などにより、学校目標を基にした学校園運営状況に関する情報を家庭・地域と共有する。
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ICT を活用した学校園公開 

【キーワード：ふれあい通信】 

開かれた学校園としての信頼の確立に向け、「めざす子ども像」や重点目標、学校評価など自校園

の教育活動及び、就学前からの「学びの連続性」の視点に立った中学校区の取組みについて、学校園

や中学校区のホームページを通した発信の充実に努める。 

また、子どもたちに関する個人情報の漏洩や、著作権法違反とならぬよう、十分に留意する。 

《参考資料》 

学校園教育用コンピュータ管理運営規定〈市〉  新ホームページの運営について〈市〉 

４． 効率的な事務執行 

効率的な事務執行体制の整備 

。

教職員が子どもに対する指導の時間をより一層確保する観点から、機能的な学校運営に努める。

また、学校事務を効率的に執行する観点から、事務の共同実施や学校間連携等の実施、及び情報機器

の整備を推進していく。 

《参考資料》 

学校徴収金等取扱いマニュアル〈市〉   

東大阪市立学校における学校事務の共同実施に関する要綱・要領〈市〉  

東大阪市立学校園情報セキュリティーポリシー〈市〉 

５． 学校評価 

学校教育自己診断の実施  

。

自校園の教育目標の達成状況を把握するとともに、子どもの実態や保護者・地域住民のニーズに

対応しているかを検証するため、学校教育自己診断を実施する。 

学校協議会を活かした学校園運営改善 

。

学校教育自己診断等を活用し、教職員による自己評価を実施するとともに、学校協議会からの提

言を活かし、学校園運営改善に向けた措置を講じるとともに、その状況に関する情報を積極的に公

表する。 
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（信頼に応える学校園づくり）

学校評価を活かした学校園づくり 

。

学校評価を実施・公表することで、適切に説明責任を果たすとともに、保護者・地域の理解と参画

を得て、連携協力による学校園づくりを推進する。 

《参考資料》 

学校評価ガイドライン（平成 28年改訂）〈国〉 

幼稚園における学校評価ガイドライン（平成 23 年改訂）〈国〉 
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重点目標４ 学校園・家庭・地域の協働 

地域社会の共有財産である学校園を核とし、様々な人々が共に子どもの教育のために力を出し合う協

働の関係によって、継続的に子どもに係わるシステムをつくる。そのために、地域で展開されている様々

な活動の活性化やネットワーク化を進めることなどにより、地域の教育力の向上と地域社会の中で子ど

もを育てる「教育コミュニティ」の形成を図る。

《関連事業》 ◆総合的教育力活性化事業〈市〉  ◆青少年育成推進事業〈市〉 

１． 地域の教育力向上への支援 

地域教育協議会活動の充実 

【キーワード：教育コミュニティづくり】 

地域教育協議会が、地域の子どもへの教育を推進する核となるよう、学校と地域が校区の教育課

題を共有するとともに、地域人材の発掘や養成に取り組み、協働体制の充実を図る。  

また、地域連携行事や家庭教育支援につながる取り組み等を通じて、学校園・家庭・地域のつな

がりを深める。 

２． 家庭の教育力を高める支援 

保護者への支援 

。【キーワード：家庭教育手帳、親学習】 

地域の保護者に対して、家庭教育手帳、親学習等を通じて家庭教育に関する情報の提供、保護者

ネットワークづくりなどの支援を充実させる。 

幼稚園及び認定こども園は地域の子育て支援の核として、預かり保育をはじめ子育て相談や園庭

開放等に積極的に取り組み、地域に根ざした教育活動を推進する。 

《参考資料》  

ワクワク子育て―家庭教育手帳―〈市〉 

子どもの基本的生活習慣の確立 

。【キーワード：早寝早起き朝ごはん運動】 

子どもたちの成長の土台となる基本的な生活習慣を身に付けさせるため、「早寝早起き朝ごはん」

を基本とする規則正しい生活習慣の重要性などの周知を図る。 
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学校園・家庭・地域の協働

３． 連携による子どもの安全確保 

家庭・地域等との連携による子どもの安全確保 

【キーワード：愛ガード ひがしおおさかスマイルネット こども 110番の家】 

愛ガード運動、「こども110番の家」運動の推進など、地域ぐるみで子どもの安全確保を図る体

制の構築に努める。また、ひがしおおさかスマイルネットを通じて子どもの安全に関する情報を共

有し、注意喚起を適切に行い、関係機関等との連携を深め、被害の未然防止を図る。 
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◆◇◆ 関係機関一覧 ◆◇◆ 

＜相談機関＞

名 称 所在地 連絡先 交通機関 

東

大

阪

市 

子ども見守り相談セ
ンター 

：旧家庭児童相談室 

〒577-8521 

東大阪市荒本北1-1-1 

06-4309-
3197 

近鉄けいはんな線荒本駅

西へ約300ｍ 

東大阪市多文化共生
情報プラザ 

〒577-8521 

東大阪市荒本北1-1-1 
06-4309-
3311 

近鉄けいはんな線荒本駅

西へ約300ｍ 

教育センター 
〒577-0809 

東大阪市永和2-15-25 

＜来所相談＞ 

06-6727-0113 

（要電話予約） 

近鉄奈良線 

河内永和駅南東へ 700ｍ

近鉄大阪線 

俊徳道駅北東へ 500ｍ 

教育支援センター 

（ふれあいルーム） 

〒577-0809 

東大阪市永和2-15-25 

06-6721-
1188 

（教育センター

内） 

近鉄奈良線 

河内永和駅南東へ 700ｍ

近鉄大阪線 

俊徳道駅北東へ 500ｍ

いじめ・悩み１１０番（子ども用） 
06-6732-
0110 

子どもの悩み相談（保護者・市民用） 
06-6720-
7867 

すこやかテレホン電話相談 
06-6721-
9174 

大
阪
府 

大阪府東大阪 

子ども家庭センター 
＜相談対応課 

   育成支援課＞ 

〒577-0809 

東大阪市永和1-7-4 

06-6721-
1966 

〈夜間・休日の虐待通告〉 

072-295-
8737 

または 189
〈ＤＶ相談専用〉
06-6721-
2077 

近鉄奈良線 

河内永和駅 
JR おおさか東線 

JR 河内永和駅 

南へ約250ｍ 

八尾少年サポート 

センター(中河内) 

〒581-0005 

大阪府八尾市荘内町 2-1-
36  

072-992-
3301 

近鉄大阪線近鉄八尾駅

南東へ約1㎞ 
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関係機関一覧

＜保健・福祉関連＞ 

名 称 所在地 連絡先 交通機関 

東大阪市保健所 
〒578-0941 

東大阪市岩田町4-3-22 

072-960-
3800 

 （代表） 

近鉄奈良線若江岩田駅
北へすぐ 

東保健センター 
〒579-8048 

東大阪市旭町1-1  

072-982-
2603 

近鉄奈良線瓢箪山駅

北へ約700ｍ 

中保健センター 
〒578-0941 

東大阪市岩田町4-3-22  

072-965-
6411 

近鉄奈良線若江岩田駅

北へすぐ 

西保健センター 

〒577-0054 

東大阪市高井田元町 2-8-
27 

06-6788-
0085 

近鉄奈良線河内永和駅

北東へ約350ｍ 

東大阪市立障害児者支援 

センター「レピラ」 

〒578-0984 

東大阪市菱江5-2-34 

072-975-
5700 

近鉄けいはんな線荒本駅
南へ約1km 

近鉄奈良線若江岩田駅
北へ約1km 

東大阪市 

社会福祉協議会 

〒577-0054 

東大阪市高井田元町 1-2-
13  

06-6789-
7202  

近鉄奈良線河内永和駅

北へ約50ｍ 

知的障害児施設 

社会福祉法人 向陽学園 

〒577-0824 

東大阪市大蓮東4-4-3 

06-6721-
2618 

近鉄大阪線久宝寺口駅

西へ約400ｍ 

児
童
養
護
施
設

公徳学園 
〒577-0025 

東大阪市新家3-7-8 

06-6781-
0236 

地下鉄中央線長田駅 

南東へ約1km 

若江学院 
〒578-0947 

東大阪市西岩田1-2-8 

072-962-
1808 

近鉄奈良線若江岩田駅

北西へ約500ｍ 

生駒学園 
〒579-8014 

東大阪市中石切町 2-5-5 

072-981-
1005 

近鉄奈良線石切駅 

西へ約1.2 ㎞ 

花園精舎 
〒578-0924 

東大阪市吉田5-15-14  

072-962-
2132 

近鉄奈良線東花園駅 

北へ約650ｍ 

ガーデンエル 

ガーデンロイ 

〒579-8052 

東大阪市上四条町 24-23 

072-985-
4772 

072-985-
4773 

近鉄奈良線瓢箪山駅 

南東へ約1.7㎞ 
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児
童
自
立
支
援
施
設

大阪府立修徳学院 

〒582-0015 

大阪府柏原市 

大字高井田 809-1 

072-978-
6083 

JR 関西本線高井田駅

東北東へ約 750ｍ 

大阪府立子どもライ
フサポートセンター 

〒590-0137 

大阪府堺市 

南区城山台 5-1-5 

072-295-
8101 

泉北高速鉄道線光明池駅

南東へ約700ｍ 

大阪市立阿武山学園 
〒569-1041 

大阪府高槻市奈佐原 956 

072-696-
0331 

JR 東海道本線摂津富田駅

北西へ約3kｍ 

＜学習関連＞

名 称 所在地 連絡先 交通機関 

図
書
館

東大阪市立 

花園図書館 

〒578-0924 

東大阪市吉田4-7-20 
072-965-7700 

近鉄けいはんな線吉田駅

南へ約1㎞ 

東大阪市立 

永和図書館 

〒577-0809 

東大阪市永和2-1-1 
06-6730-6677 

近鉄奈良線河内永和
駅・JR おおさか東線
河内永和駅  

東へ 50ｍ 

東大阪市立 

四条図書館 

〒579-8054 

東大阪市南四条町 1-1  

東部地域仮設庁舎内 

072-982-1235 
近鉄奈良線瓢箪山駅 

南へ約500ｍ 

東大阪市立 

四条図書館石切分室 

〒579-8015 

東大阪市北石切町 1-7 

石切公民分館内 

072-982-1030 
近鉄奈良線石切駅  

西へ約 700ｍ 

東大阪市立 

永和図書館大蓮分室 

※移動図書館 

〒577-0826 

東大阪市大蓮北4-3-25 

06-6728-0200 

※06-6728-0202

近鉄大阪線弥刀駅  

南西へ約1.5km 

大阪府立 

中央図書館 

〒577-0011 

東大阪市荒本北1-2-1 
06-6745-0170 

近鉄けいはんな線荒本駅

北西へ400ｍ 

環
境

鴻池 

水みらいセンター 

〒578-0978 

東大阪市北鴻池町 1-18  
06-6911-9595 

JR学研都市線鴻池新田駅

北西へ約500ｍ 

川俣 

水みらいセンター 

〒577-0063 

東大阪市川俣2-1-1 
06-6789-0201 

OsakaMetro 中央線高井田駅

北へ約500ｍ 
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関係機関一覧

そ
の
他

ドリーム２１ 

東大阪市立児童文化
スポーツセンター 

〒578－0923 

東大阪市松原南2-7-21 
072-962-0211 

近鉄奈良線東花園駅 

北へ約1㎞ 

東大阪市野外活動 

センター 

〒579-8061 

東 大阪市六万寺町 1-
1668府民の森なるかわ園
地内 

072-986-1551 

近鉄奈良線瓢箪山駅 

ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ(なるかわ
谷ｺｰｽ)を使用し約
1.5 時間 

東大阪市立 

郷土博物館 

〒579-8052 

東大阪市上四条町 18-12 
072-984-6341 

近鉄奈良線瓢箪山駅 
南東へ約1.3㎞ 

東大阪市立 

埋蔵文化財センター 

〒579-8054 

東大阪市南四条町 3-33 
072-983-2340 

近鉄奈良線瓢箪山駅 

南へ約700ｍ 

国史跡 重要文化財 

鴻池新田会所 

〒578-0974 

東大阪市鴻池元町 2-30 
06-6745-6409 

JR 学研都市線鴻池新田駅

南東へ約270ｍ 

東大阪市指定文化財 

旧河澄家 

〒579-8003 

東大阪市日下町7-6-39 
072-984-1640 

近鉄奈良線石切駅  

北西へ約1.3㎞ 

東大阪市消防局 

防災学習センター 

〒578-0925 

東大阪市稲葉1-1-9 
072-966-9998 

近鉄奈良線若江岩田駅

北へ約900ｍ 

＜警察・消防＞ 

名 称 所在地 連絡先 交通機関 

警

察

枚岡警察署 
〒579-8047 

東大阪市桜町1-8 
072-987-1234 

近鉄奈良線瓢箪山駅

北西へ約700ｍ 

河内警察署 
〒578-0925 

東大阪市稲葉1-7-1 
072-965-1234 

近鉄奈良線河内花園駅

北西へ約800ｍ 

布施警察署 
〒577-0803 

東大阪市下小阪4-1-48 
06-6727-1234 

近鉄奈良線八戸ノ里駅

南へ約200ｍ 

消

防

東消防署 
〒579-8035 

東大阪市鳥居町3-3  
072-983-0119 

近鉄奈良線枚岡駅 

西へ約800ｍ 

中消防署 
〒578-0925 

東大阪市稲葉1-1-9  
072-966-0119 

近鉄奈良線若江岩田駅

北へ約900ｍ 

西消防署 
〒577-0036 

東大阪市御厨栄町 3-1-41  
06-6788-0119  

近鉄奈良線河内小阪駅

北東へ約400ｍ 
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＜大阪府教育委員会関連施設＞ 

◎大阪府教育センター カリキュラムNAVｉプラザ 

名 称 所在地 連絡先 交通手段 

カリキュラム 

ＮＡＶｉプラザ 

〒558-0011 

大阪市住吉区苅田 

4-13-23 

大阪府教育センター内 

＜TEL＞ 

06-6692-
1657（直通） 

＜FAX＞ 

06-6692-
1224 

＜E-mail＞ 

navi@edu.osaka-
c.ed.jp 

OsakaMetro 御堂筋線  

あびこ駅 東北東へ 1.2km 

ＪＲ阪和線 我孫子町駅 

東へ  1.6km 

近鉄南大阪線 矢田駅 

  西南西へ  1.5km 

名 称 所在地 連絡先 交通手段 

弥生文化博物館 
〒594-0083 

和泉市池上町4-8-27 
0725-46-
2162 

ＪＲ阪和線  信太山駅 西へ 
600ｍ 

近つ飛鳥博物館 

近つ飛鳥風土記の丘 

〒585-0001 

南河内郡河南町大字東
山 299 

0721-93-
8321 

近鉄長野線喜志駅から 

バス阪南線「近つ飛鳥博物館
前」バス停から600ｍ 

大阪府立花の文化園 
〒586-0036 

河内長野市高向 2292-
1 

0721-63-
8739 

南海高野線・近鉄長野線 

河内長野駅から 

南海バス「上高向」  

南東へ 800ｍ 

箕面公園昆虫館 
〒562-0002 

箕面市箕面公園1-18 
072-721-
7967 

阪急箕面線  箕面駅   

北へ 1㎞ 

都市緑化植物園 
〒561-0872 

豊中市寺内 1-13-2 
06-6866-
3621 

北大阪急行 緑地公園駅 

南西へ 620ｍ 

狭山池博物館 
〒589-0007 

大阪狭山市池尻中 2 
072-367-
8891 

南海高野線 大阪狭山市駅 

西へ 800ｍ 

大阪国際平和センタ
ー 

（ピースおおさか） 

〒540-0002 

大阪市中央区大阪城 2-
1 

06-6947-
7208 

OsakaMetro 中央線 森ノ宮駅 

 ①番出口から西へ 200ｍ 

JR 環状線  森ノ宮駅  

 北出口から  西へ 400ｍ 

◎小･中学生に通年無料開放している主な社会教育施設 
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１．確かな学力。
① 育成すべき資質・能力の育成 

② 指導方法の工夫・改善 

③ 国際理解教育の推進 

④ 情報教育の推進 

⑤ 環境教育の推進 

２．豊かな心。
① 道徳教育の推進 

② 幼児教育及び幼小接続の推進 

③ 生徒指導の充実 

④ キャリア教育の充実 

３．特別支援教育。 

４．健やかな体。

５．日本語指導。

１．人権教育の充実  

２．ネットワークづくり  

３．共に生きる教育。

１．教職員の資質向上  

２．安全・安心な学校園づくり  

３．開かれた学校園づくり  

４．効率的な事務執行 

５．学校評価。

１．地域の教育力向上への支援  

２．家庭の教育力を高める支援  

３．連携による子どもの安全確保。

総合的視点に立つ教育の推進 令和６年度 東大阪市学校教育

基本目標

信頼に応える学校園づくり 

人間尊重に徹した人権教育の実践

重点目標

「探究と対話」をもとに学び続ける教職員へ

信頼に応える学校園づくり 学校園・家庭・地域の協働 

すべての子どもに

生きる喜びとあすをつくる力を

学校園・家庭・地域の協働 

Society5.0 人生100年時代

グローバル化 人口減・少子高齢

２０４０年頃の社会の姿

学校園名 様式Ｂ－１

１年目

意識調査の分析（ＲＰＤＣＡの質的向上：エビデンス）

つけたい力 自校園
学年 現状値

1年目
結果

2年目
結果

3年目
結果

目標値
　分析・考察（要因を記入）

教職員のかかわり（効果的であった点・今後の課題等）・子どもの姿

２．　項目別　分析・考察 年度 校区

(１) 個別人権課題 到達目標の達成状況　/４

指標

ちがいを尊重する

自分と他の人とのちがいを
大切にすることができます

か

教

職
員

子
ど

も

教
職

員

検証軸となる子どもの具体的な姿・エピソード特に着目する学年

子

ど
も

検証軸となる子どもの具体的な姿・エピソード

　次年度に向けて

特に着目する学年

黄色のセル内に必要事項を記入してください。 各校園用

中学校区人権教育行動計画 

すべての子ども 
教職員・保護者・市民 
＜東大阪 ONE チーム＞

Well-being
今と未来の幸せな自分と社会を創造 

子どもは学ぶ意欲と学ぶ力をもった「有能な学び手」


